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「ちょうどそのころ上流で川砂利採取を止めた」とい

うものであった。また、「この現場はカワラノギクが

絶滅したので、河川事務所周辺で増殖したものから種

子を採取し、再生に取り組んでいる」との返答がなさ

れた。

　鬼怒川上流でウィーピングラブグラス（WLG）が氾

濫原植生を駆逐する外来種として指摘されたのと同時

期の2002年に、日本自然保護協会の助成を受け多摩

川上流でカワラノギクの保全活動を行ったグループか

がある。この活動報告8）には、「水利施設の発達によ

り洪水発生区域が限定されるようになり、玉石河原が

減少しカヤ、ヨシ、灌木が茂りカワラノギクは絶滅の

危機にある」との記載がある。さらには、2001年の

関東直撃の台風による洪水により、カワラノギクの自

生地が流出し、その多くが失われてしまったとの記載

もある。

　これによってもカワラノギクの消失の原因は外来牧

草にあるのではなく、河川環境の変化にあることが理

解できる。鬼怒川上流のカワラノギクの消滅は、ちょ

うどこの時期と重なっている。河川氾濫原植生の消滅

に対する論点の違いについて図表6に示す。

図表6　外来牧草による河川氾濫原植生の攪乱･駆逐を巡る論点の相違（中野）
生態系被害 被害を発生させたという意見 被害を与えていないという意見
主張者 生態学者の大多数（論文を根拠） 緑化実務者・中野など少数（長期の現場観察と聞取調査を根拠）　
被害にあった
とされる河川
植生

河川氾濫原植生
洪水による攪乱によって更新される玉石河原植生。カワラノギク、カワラヨモギなど

（被害発生メカニズム：外来牧草であるウィーピングラブグラスが侵入定着･繁茂し、氾濫原植生を被圧･駆逐したとされている。）
加害草種 外来牧草：ウィーピングラブグラス（WLG･シナダレスズメガヤ）が侵入繁茂

分布
拡大年代

･2005年以降急速に拡大した。
・  緑化植物として50年以上用いているが、

ここに至って急速に拡大した理由は、50
年余りの潜伏期間があったとしている。

この時期に、上流で川砂利採取を止めた。河川環境を攪乱したことにより供給されてきた玉石･
砂利･土砂の供給が止まった。氾濫原の攪乱がなくなり、安定した状態となったため、安定した
環境に適した外来牧草が侵入した。（人為的な立地環境の変化による植生遷移）

メカニズム

上流から供給されるWLGの種子が水流に
乗って運ばれ、玉石河原に定着・繁茂し玉
石河原植生を被圧･駆逐した。WLGの侵入
･定着により、砂が固定され、玉石河原を消
失させ、WLGが分布を急速に拡大した。
・  ウィーピングラブグラスが河川環境を改変
した。

・  河川攪乱による玉石の供給が停止し、安定した河川河原環境となったため、そのような立地を
好むWLGが侵入定着した。

・  上流のダムにより、放水量はコントロールされ減少し、結果洪水の発生は少なくなり、少なくなっ
た河川水の集水により、河床は削られ低くなり、河原は陸化・乾燥化が進み、氾濫原植生が衰
退し、WLGが定着しやすい環境となった。

・  河川環境が変化したため植生の遷移が起きたのであって、ウィーピングラブグラスの成立によっ
て河川環境が改変されたのではない。

周辺環境の大
変化

昭和30年代まで、我が国にははげ山が沢山あった。このため、山に降った雨は洪水を引き起こし災害が多発した。このとき、河川上中流部は
洪水により運ばれた土砂で玉石河原が形成され、繰り返される洪水により玉石河原は攪乱・更新され続けた。このような立地環境に成立した
植生が氾濫原植生、河原の自然植生である。
洪水の発生を抑制するために治山工事が行われ、WLG等外来牧草の導入により安価に治山工事が進められた。また、治水･利水を目的とする
ダム建設が進められた。時が流れ、治山工事の成功により、山は緑に覆われ土砂流出は止まり、河川上流に建設された治水利水ダムにより洪
水の発生は激減した。河川植生の推移もこのような時の流れ、人為的環境改変の結果といえる。山地からの土砂供給が激減したため、海岸の
砂丘・砂浜がやせ衰え、新たな問題となっているが、河川植生の推移も本質的には同じ問題といえる。

②‌‌（外国産）在来種を用いることが生物多様性保全と
いう神話
　4省庁による「緑化植物取り扱い方針検討調査」、「生

態系保全植生管理方策検討調査」は、文部科学省の社

会資本整備事業調査費（調査の部）の予算が3年付けら

れていたが、2年で打ち切られ、委員会での検討は活

かされずに終わり、外来牧草は悪者という神話だけが

残されるという結果となった。

　これにより筆者が恐れた、「主体種子より外来牧草

を除き、（外国産）在来種を多用することが生物多様性

保全に配慮した緑化だ」という方向へと進める結果と

なった。あるいは、「市場単価」を転用し安価に設計･

積算のできる自然侵入促進工（種なし緑化）が多用され

るという結果となった。その結果、硬質急勾配法面な

ど立地条件の厳しい法面において植生不良地を多出さ

せることとなった。問題は、植生衰退が著しくなるの

は瑕疵担保期間が過ぎてからとなるため、植生不良地

がそのまま放置されることである。このため、草の生

えない緑化を行うよりもモルタル吹付を行う方がまし

とする地域が生まれており、環境の時代と逆行する方

向へと進み始めていることは、懸念すべきことである。

③‌各県技術管理課に対するアンケート結果
　2005年に外来生物法が制定され、要注意外来生物リ

ストが環境省のHPに示され、2007年に第三次生物多様
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性国家戦略により、「生物多様性の視点を反映･内部化

を図る」と示したことにより、法面において生物多様性

保全に配慮した緑化を行うという方向に拍車がかけら

れた。しかし、現在に至るまで一般地の法面緑化に対す

る生物多様性保全に配慮した緑化とは、具体的にどのよ

うなことを行えば良いのかについて明確に示した指針･

手引きの類がなく、適正な設計･積算ができないことが

問題である。生物多様性保全という大きな枠組み、理念

理想が示されるのみで、地域性種苗などの植物材料の供

給･市場形成を誘導することなく、表土利用工、自然侵

入促進工などお天気任せとなる不確実性の伴う技術が

指針、手引きの類に示されるのみであった。これにより

発注サイドの混乱を作り出してしまった。

　（特非）日本緑化工協会では、法面緑化に関する取

り組み、考え方について確認するため適宜アンケート

調査を行っているが、2017年に各県技術管理課（建

設･農林）に対し行ったアンケート調査結果により混

乱の実態について以下に示す9）。

　これによると、生物多様性条約を締結し、国家戦略

としてとり組んだ生物多様性保全ではあるが、法面緑

化については、生物多様性保全に対する統一的な見解

が定まっておらず、各県、各人がバラバラな取り組み

を行っていることが明らかになった。アンケート結果

を図表7から図表12に示す。

り、環境の時代と逆行する方向へと進み始めている

ことは、懸念すべきことである。

③ 各県技術管理課に対するアンケート結果

年に外来生物法が制定され、要注意外来生物

リストが環境省の に示され、 年に第三次生

物多様性国家戦略により、「生物多様性の視点を反

映･内部化を図る」と示したことにより、法面におい

て生物多様性保全に配慮した緑化を行うという方

向に拍車がかけられた。しかし、現在に至るまで一

般地の法面緑化に対する生物多様性保全に配慮し

た緑化とは、具体的にどのようなことを行えば良い

のかについて明確に示した指針･手引きの類がなく、

適正な設計･積算ができないことが問題である。生

物多様性保全という大きな枠組み、理念理想が示さ

れるのみで、地域性種苗などの植物材料の供給･市

場形成を誘導することなく、表土利用工、自然侵入

促進工などお天気任せとなる不確実性の伴う技術

が指針、手引きの類に示されるのみであった。これ

により発注サイドの混乱を作り出してしまった。

特非 日本緑化工協会では、法面緑化に関する取

り組み、考え方について確認するために適宜アンケ

ート調査を行っているが、 年に各県技術管理課

建設･農林 に対し行ったアンケート調査結果によ

り混乱の実態について示す 。

これによれば、生物多様性条約を締結し、国家戦

略としてとり組んだ生物多様性保全ではあるが、法

面緑化については、生物多様性保全に対する統一的

な見解が定まっておらず、各県、各人がバラバラな

取り組みを行っていることが明らかになった。アン

ケート結果を図表 から図表 に示す。

一般地 自然公園外 の法面に対しても生物多

様性保全に配慮した緑化を行うべきかという問い

に対しては、 が必要と答えているが、一方で

が侵食防止で良いと答えている 図表 。侵食防止･

修景緑化と生物多様性保全に配慮した緑化は両立

できるかという問いに対しては、 が両立できる

としているが、 は両立できないとしている 図

表 。いずれの問いに対しても見解の食い違いが認

められる

現状の斜面･法面緑化の積算は、市場単価を用い

る場合がほとんどであるが、市場単価を用いて生物

多様性保全に配慮した緑化ができるとするものが、

一般地では問題ないが 、自然公園内でも問題な

いが 、併せて であり、自然公園内はおろか、

一般地においても市場単価を用いた生物多様性に

配慮した緑化を行うのは問題だとするものが と

なっており、ここでも見解が大きく分かれている

図表 。市場単価を用いるということは主体種子

を用いるということであり、主体種子は外来牧草と

外国産 在来種により構成されている。自然公園法

面緑化指針で自然公園内において 外国産 在来種

の使用を禁じたため、積算資料などでは「主体種子

の総ては外国産」との注記がなされたが、半数がそ

の認識を持っていないという結果となった 図 。

自然公園内での緑化植物の取り扱いについては、

外来牧草の使用について問題だとするものが 、

やむを得ないというものが 図表 、自然公園

内での 外国産 在来種の使用を禁じたということ

については が認識を持っていないということが

判明した 図表 。現時点では生物多様性保全に関

する唯一の指針である「自然公園における法面緑化

指針」についての認識が低いことが判明した。

図表7　一般地への生物
多様性保全緑化の適用
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一般地では問題ないが 、自然公園内でも問題な

いが 、併せて であり、自然公園内はおろか、

一般地においても市場単価を用いた生物多様性に

配慮した緑化を行うのは問題だとするものが と

なっており、ここでも見解が大きく分かれている

図表 。市場単価を用いるということは主体種子

を用いるということであり、主体種子は外来牧草と

外国産 在来種により構成されている。自然公園法

面緑化指針で自然公園内において 外国産 在来種

の使用を禁じたため、積算資料などでは「主体種子

の総ては外国産」との注記がなされたが、半数がそ

の認識を持っていないという結果となった 図 。

自然公園内での緑化植物の取り扱いについては、

外来牧草の使用について問題だとするものが 、

やむを得ないというものが 図表 、自然公園

内での 外国産 在来種の使用を禁じたということ

については が認識を持っていないということが

判明した 図表 。現時点では生物多様性保全に関

する唯一の指針である「自然公園における法面緑化

指針」についての認識が低いことが判明した。

図表9　市場単価を用いた
生物多様性に配慮した‌

緑化について

り、環境の時代と逆行する方向へと進み始めている

ことは、懸念すべきことである。

③ 各県技術管理課に対するアンケート結果

年に外来生物法が制定され、要注意外来生物

リストが環境省の に示され、 年に第三次生

物多様性国家戦略により、「生物多様性の視点を反

映･内部化を図る」と示したことにより、法面におい

て生物多様性保全に配慮した緑化を行うという方

向に拍車がかけられた。しかし、現在に至るまで一

般地の法面緑化に対する生物多様性保全に配慮し

た緑化とは、具体的にどのようなことを行えば良い

のかについて明確に示した指針･手引きの類がなく、

適正な設計･積算ができないことが問題である。生

物多様性保全という大きな枠組み、理念理想が示さ

れるのみで、地域性種苗などの植物材料の供給･市

場形成を誘導することなく、表土利用工、自然侵入

促進工などお天気任せとなる不確実性の伴う技術

が指針、手引きの類に示されるのみであった。これ

により発注サイドの混乱を作り出してしまった。

特非 日本緑化工協会では、法面緑化に関する取

り組み、考え方について確認するために適宜アンケ

ート調査を行っているが、 年に各県技術管理課

建設･農林 に対し行ったアンケート調査結果によ

り混乱の実態について示す 。

これによれば、生物多様性条約を締結し、国家戦

略としてとり組んだ生物多様性保全ではあるが、法

面緑化については、生物多様性保全に対する統一的

な見解が定まっておらず、各県、各人がバラバラな

取り組みを行っていることが明らかになった。アン

ケート結果を図表 から図表 に示す。

一般地 自然公園外 の法面に対しても生物多

様性保全に配慮した緑化を行うべきかという問い

に対しては、 が必要と答えているが、一方で

が侵食防止で良いと答えている 図表 。侵食防止･

修景緑化と生物多様性保全に配慮した緑化は両立

できるかという問いに対しては、 が両立できる

としているが、 は両立できないとしている 図

表 。いずれの問いに対しても見解の食い違いが認

められる

現状の斜面･法面緑化の積算は、市場単価を用い

る場合がほとんどであるが、市場単価を用いて生物

多様性保全に配慮した緑化ができるとするものが、

一般地では問題ないが 、自然公園内でも問題な

いが 、併せて であり、自然公園内はおろか、

一般地においても市場単価を用いた生物多様性に

配慮した緑化を行うのは問題だとするものが と

なっており、ここでも見解が大きく分かれている

図表 。市場単価を用いるということは主体種子

を用いるということであり、主体種子は外来牧草と

外国産 在来種により構成されている。自然公園法

面緑化指針で自然公園内において 外国産 在来種

の使用を禁じたため、積算資料などでは「主体種子

の総ては外国産」との注記がなされたが、半数がそ

の認識を持っていないという結果となった 図 。

自然公園内での緑化植物の取り扱いについては、

外来牧草の使用について問題だとするものが 、

やむを得ないというものが 図表 、自然公園

内での 外国産 在来種の使用を禁じたということ

については が認識を持っていないということが

判明した 図表 。現時点では生物多様性保全に関

する唯一の指針である「自然公園における法面緑化

指針」についての認識が低いことが判明した。

図表10　主体種子の全て
外国産と積算資料などに

記載

　現状の斜面･法面緑化の積算は、「市場単価」を用い

る場合がほとんどであるが、「市場単価」を用いて生

物多様性保全に配慮した緑化ができるとするものが、

「一般地では問題ない」が37%、「自然公園内でも問題

ない」が3%、併せて40%であり、自然公園内はおろか、

一般地においても「市場単価」を用いた生物多様性に

配慮した緑化を行うのは問題だとするものが31%と

なっており、ここでも見解が大きく分かれている（図
表9）。「市場単価」を用いるということは主体種子を

用いるということであり、主体種子は外来牧草と（外

国産）在来種により構成されている。自然公園法面緑

化指針で自然公園内において（外国産）在来種の使用

を禁じたため、「積算資料10）」などでは「主体種子の総

ては外国産」との注記がなされたが、半数がその認識

を持っていないという結果となった（図表10）。

り、環境の時代と逆行する方向へと進み始めている

ことは、懸念すべきことである。

③ 各県技術管理課に対するアンケート結果

年に外来生物法が制定され、要注意外来生物

リストが環境省の に示され、 年に第三次生

物多様性国家戦略により、「生物多様性の視点を反

映･内部化を図る」と示したことにより、法面におい

て生物多様性保全に配慮した緑化を行うという方

向に拍車がかけられた。しかし、現在に至るまで一

般地の法面緑化に対する生物多様性保全に配慮し

た緑化とは、具体的にどのようなことを行えば良い

のかについて明確に示した指針･手引きの類がなく、

適正な設計･積算ができないことが問題である。生

物多様性保全という大きな枠組み、理念理想が示さ

れるのみで、地域性種苗などの植物材料の供給･市

場形成を誘導することなく、表土利用工、自然侵入

促進工などお天気任せとなる不確実性の伴う技術

が指針、手引きの類に示されるのみであった。これ

により発注サイドの混乱を作り出してしまった。

特非 日本緑化工協会では、法面緑化に関する取

り組み、考え方について確認するために適宜アンケ

ート調査を行っているが、 年に各県技術管理課

建設･農林 に対し行ったアンケート調査結果によ

り混乱の実態について示す 。

これによれば、生物多様性条約を締結し、国家戦

略としてとり組んだ生物多様性保全ではあるが、法

面緑化については、生物多様性保全に対する統一的

な見解が定まっておらず、各県、各人がバラバラな

取り組みを行っていることが明らかになった。アン

ケート結果を図表 から図表 に示す。

一般地 自然公園外 の法面に対しても生物多

様性保全に配慮した緑化を行うべきかという問い

に対しては、 が必要と答えているが、一方で

が侵食防止で良いと答えている 図表 。侵食防止･

修景緑化と生物多様性保全に配慮した緑化は両立

できるかという問いに対しては、 が両立できる

としているが、 は両立できないとしている 図

表 。いずれの問いに対しても見解の食い違いが認

められる

現状の斜面･法面緑化の積算は、市場単価を用い

る場合がほとんどであるが、市場単価を用いて生物

多様性保全に配慮した緑化ができるとするものが、

一般地では問題ないが 、自然公園内でも問題な

いが 、併せて であり、自然公園内はおろか、

一般地においても市場単価を用いた生物多様性に

配慮した緑化を行うのは問題だとするものが と

なっており、ここでも見解が大きく分かれている

図表 。市場単価を用いるということは主体種子

を用いるということであり、主体種子は外来牧草と

外国産 在来種により構成されている。自然公園法

面緑化指針で自然公園内において 外国産 在来種

の使用を禁じたため、積算資料などでは「主体種子

の総ては外国産」との注記がなされたが、半数がそ

の認識を持っていないという結果となった 図 。

自然公園内での緑化植物の取り扱いについては、

外来牧草の使用について問題だとするものが 、

やむを得ないというものが 図表 、自然公園

内での 外国産 在来種の使用を禁じたということ

については が認識を持っていないということが

判明した 図表 。現時点では生物多様性保全に関

する唯一の指針である「自然公園における法面緑化

指針」についての認識が低いことが判明した。

図表11　自然公園内での
外来牧草の使用について

り、環境の時代と逆行する方向へと進み始めている

ことは、懸念すべきことである。

③ 各県技術管理課に対するアンケート結果

年に外来生物法が制定され、要注意外来生物

リストが環境省の に示され、 年に第三次生

物多様性国家戦略により、「生物多様性の視点を反

映･内部化を図る」と示したことにより、法面におい

て生物多様性保全に配慮した緑化を行うという方

向に拍車がかけられた。しかし、現在に至るまで一

般地の法面緑化に対する生物多様性保全に配慮し

た緑化とは、具体的にどのようなことを行えば良い

のかについて明確に示した指針･手引きの類がなく、

適正な設計･積算ができないことが問題である。生

物多様性保全という大きな枠組み、理念理想が示さ

れるのみで、地域性種苗などの植物材料の供給･市

場形成を誘導することなく、表土利用工、自然侵入

促進工などお天気任せとなる不確実性の伴う技術

が指針、手引きの類に示されるのみであった。これ

により発注サイドの混乱を作り出してしまった。

特非 日本緑化工協会では、法面緑化に関する取

り組み、考え方について確認するために適宜アンケ

ート調査を行っているが、 年に各県技術管理課

建設･農林 に対し行ったアンケート調査結果によ

り混乱の実態について示す 。

これによれば、生物多様性条約を締結し、国家戦

略としてとり組んだ生物多様性保全ではあるが、法

面緑化については、生物多様性保全に対する統一的

な見解が定まっておらず、各県、各人がバラバラな

取り組みを行っていることが明らかになった。アン

ケート結果を図表 から図表 に示す。

一般地 自然公園外 の法面に対しても生物多

様性保全に配慮した緑化を行うべきかという問い

に対しては、 が必要と答えているが、一方で

が侵食防止で良いと答えている 図表 。侵食防止･

修景緑化と生物多様性保全に配慮した緑化は両立

できるかという問いに対しては、 が両立できる

としているが、 は両立できないとしている 図

表 。いずれの問いに対しても見解の食い違いが認

められる

現状の斜面･法面緑化の積算は、市場単価を用い

る場合がほとんどであるが、市場単価を用いて生物

多様性保全に配慮した緑化ができるとするものが、

一般地では問題ないが 、自然公園内でも問題な

いが 、併せて であり、自然公園内はおろか、

一般地においても市場単価を用いた生物多様性に

配慮した緑化を行うのは問題だとするものが と

なっており、ここでも見解が大きく分かれている

図表 。市場単価を用いるということは主体種子

を用いるということであり、主体種子は外来牧草と

外国産 在来種により構成されている。自然公園法

面緑化指針で自然公園内において 外国産 在来種

の使用を禁じたため、積算資料などでは「主体種子

の総ては外国産」との注記がなされたが、半数がそ

の認識を持っていないという結果となった 図 。

自然公園内での緑化植物の取り扱いについては、

外来牧草の使用について問題だとするものが 、

やむを得ないというものが 図表 、自然公園

内での 外国産 在来種の使用を禁じたということ

については が認識を持っていないということが

判明した 図表 。現時点では生物多様性保全に関

する唯一の指針である「自然公園における法面緑化

指針」についての認識が低いことが判明した。

図表12　自然公園内では
（外国産）在来種の使用は禁止
（自然公園方面緑化指針）

  

　自然公園内での緑化植物の取り扱いについては、外

来牧草の使用について「問題だ」とするものが31%、「や

むを得ない」というものが53%（図表11）、自然公園内

での（外国産）在来種の使用を禁じたということにつ

いては69%が「認識を持っていない」ということが判

明した（図表12）。現時点では生物多様性保全に関す

る唯一の指針である「自然公園における法面緑化指針」

についての認識の低さが判明した。
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アンケート調査結果からは、生物多様性条約の締結に

より、国家戦略として始められた生物多様性保全の取

り組みであるが、法面緑化に関しては統一的な見解が

なく、バラバラな取り組みとなっているという実態が

明らかとなった。

生物多様性保全に配慮した 
斜面･法面緑化とは2

1）斜面･法面緑化に関する生物多様性保全の定義

　現行の生物多様性保全に係る一連の法は、全国一律

に生物多様性保全に配慮した緑化を行うことが求めら

れている。しかし、図表13に示すように生物多様性

保全の目的は多様であり、その解釈を巡って混乱が発

生している。これまでの生物多様性保全に配慮した法

面緑化は、「種の多様性保全」のため、生物多様性国

家戦略の「（3）人間によって持ちこまれたものによる

危機」に着目し、外来牧草を悪者として排除してきた。

結果、（外国産）在来種を多用するという結果となった。

しかし、亜種レベルで遺伝子の異なる（外国産）在来

種を用いることは、リオサミットの定義、「種内の遺

伝的多様性の保全（亜種レベルでの交雑を避ける）」に

反する結果を招くこととなった。

　この矛盾の解決のために「自然公園における法面緑

化指針」では、自然公園内における（外国産）在来種の

使用を禁じ、外来牧草の使用についての特例を設けた。

これにより、自然公園内での緑化植物の使用について

明確となり、生物多様性保全に配慮した法面緑化とは、

地域性種苗の入手からモニタリング･管理に至るまで

の一連の作業を行うことし、多年度に渡る予算の確保

が必要となった。法では、全国一律に生物多様性保全

に配慮した緑化を行うこととされていることから、自

然公園以外の一般地にまでこの指針を拡大すべきであ

るが、予算･労力の面で現実的ではない。このため、

法面における生物多様性保全とは、「周辺植生と同様

の樹林状の自然植生を回復すること」とし、植生回復

までの時間のファクターを組込むことで地域区分

（ゾーニング）し、一般地にまで拡大する必要がある。

2）‌「自然公園における法面緑化指針」の内容理解

　環境省は、外来生物法が施行されてから12年が経

過した2017年に「自然公園における法面緑化指針」を

作成し公表した。筆者も指針作成の際、検討委員とし

て参画した。

　この指針の特徴は、これまで生物多様性保全に配慮

した取り組みとして多用してきた（外国産）在来種の

使用を自然公園内で禁じ、相次ぐ災害の発生に配慮し、

また人為度の高い地域等においては、例え自然公園内

であっても外来牧草を用いることを特例として認めた

ことにある。（外国産）在来種の多用に歯止めをかけ、

外来牧草を悪者とし、その使用の自粛という問題の解

決を図ったのである。

　単年度予算の枠組みの中では生物多様性保全に配慮

した緑化を行うことは困難であり、確実性の低い方法

であるにも係わらず、施工後は自然の推移に任せる（放

置する）ということに歯止めをかけ、生物多様性保全

図表13　生物多様性保全の目的･階層性、危機（中野）
項目 内容 備考

生物多様性条約における生物多様性の目的
①生物多様性の保全
②生物多様性の構成要素の持続可能な利用
③遺伝資源の利用から生じる利益の公正な分配

自然保護的
生物資源戦略
利益配分･東西問題

リオサミットでの生物多様性の定義（階層性）
1.生態系の多様性
2.種の多様性
3.種内の遺伝的多様性

森林･農地･海洋など様々な生態系が存在
様々な種類が生息･生存（多くの種類が存在）
亜種レベルで異なる遺伝子の保全（最優先課題）

生物多様性国家戦略における生物多様性の危機
（1）人間活動や開発による危機
（2）自然に対する働きかけの縮小による危機
（3）人間によって持ちこまれたものによる危機
（4）地球環境の危機

自然破壊の問題
里山の問題
外来種の逸出の問題（外来牧草問題は優先度低い）
地球温暖化･気候変動の問題

注） 太文字は、斜面･法面緑化における生物多様性保全に関するもの
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の取り組みをより確実な取り組みへと切り替えたとも

のいえる。これは、現行の法面における生物多様性保

全に配慮した取り組みは施工しっぱなしであり、その

結果の確認、すなわちモニタリングを行い、目標とす

る植物群落への達成度に関する評価を行っていないと

いう実態の変更を求めたものである。

現場に即した生物多様性に配慮した
緑化を行うためには3

1）‌‌‌生物多様性保全に配慮した緑化を行うた
めの地域区分（ゾーニング）

　法的な制約が課せられている自然公園、あるいは、

一般地において生物多様性保全上重要なホットスポッ

トとみなせる箇所など、手間と経費を投じ短期間で周

辺植生と遺伝的に同質な樹林状の植生を回復しなけれ

ばならない箇所と、「市場単価」を用い安価で効率的

に緑化･被覆できる外来牧草を用い侵食防止を図りつ

つ、自然の推移による樹林状の植生成立を待つ、10

年あまりの遅延を許容できる箇所の2つに大きく地域

区分（ゾーニング）を行うことにより、より現実的な

生物多様性保全に配慮した法面緑化が可能となる（図
表14）。

　各県技術管理課に対するアンケートでは、地域区分

（ゾーニング）の必要性に関しては55%がその必要性

を認めている9）。 

図表14　生物多様性保全に配慮した緑化を行うための地域区分と緑化植物の使い分け（案）（中野）11）

自然公園区分 自然公園外
（指針適用範囲外）

自然公園（自然公園法面緑化指針の範囲）

普通地域
特別地域

特別保護地域
①第三種 ②第二種 ③第一種

区分の特徴 一般地 特別地域や海域公園地区
に指定されていない箇所。

①風致維持に影響のない範囲で農林漁業活動を認める。
②農林漁業活動は調整が必要
③特別保護地区に準ず

生物多様性保全上、
特に重要な箇所

緑化目的 侵食防止等 生物多様性保全
禁止

外来牧草・（外国産）
在来種などを用いる
事ができる

（外国産）在来種を用いる事による遺伝子の攪乱
原則 地域性種苗を用いる
災害地 外来牧草を用いることも認める
人為的影響が強い箇所 外来牧草の使用を認める 人為的な影響の強い箇所は造ってはならない
設計積算 市場単価を用いる事ができる 地域性種苗など見積を元に別途積算
緑被速度 速い、数ヶ月で全面被覆 遅い、1年～数年裸地状
モニタリグ管理 原則として必要なし（逸出の観察） モニタリング･植生管理が必要（予算確保）
長期緑化目標 周辺自然と同化した植物群落の形成と生物多様性保全

備考 ホットスポットは
自然公園に準ず

ホットスポットの
確認

原則として改変は
行わない

注）・自然公園内の普通地などで外来牧草を用いる場合は、その理由を明確にし、環境省と打合せることが必要。
・ 一般地であっても、遺伝的な交雑を発生させる（外国産）在来種を用いる事は好ましいものとは言えず、使用の際は理由

を明確にする必要がある。
・地域性種苗の市場性は低いため、事前の確保から計画する必用がある。
・ 地域性種苗などを用い、生物多様性保全を緑化の目的とした場合は、モニタリング･監視的管理が必要となることから、

事前に予算の確保か重要となる。

2）‌‌‌多様な植物材料などを用いるための「市場
単価」構成内容の見直し

　一般地などにおいて、生物多様性保全に配慮した現

実的な取り組みを行うためには、草丈の低い牧草（矮性

改良品種）等多様な植物の使用や、播種量低減手法等を

用いることが必要となる。低草高の牧草を用いる、播

種量を減ずるなどより疎な植生を作り出し周辺植生の

侵入･定着を促進することにより、浸食防止を図りつつ

より早期に樹林状の植生回復を行うことが可能となる。

しかし、現行の「市場単価」では主体種子を用いるとい

う制限が設けられているため、地域種苗や矮性改良品

種など多様な植物を使用することは困難である。

　各県技術管理課に対するアンケート結果では、矮性

改良品種の使用については、「認めず9%、提案を承認

（経費増は認めない）が39%」9）となり、使用を認めな

いか、認めても経費増は設計変更をせず施工者負担と
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している。現状の主体種子を用いることを基本とする

市場単価では、生物多様性保全に配慮した取り組みを

行うことは困難と言わざるを得ない。従って、多様な

植物、多様な緑化基礎工の使用を可能とするよう市場

単価構成の見直しを行うことが望ましく図表15に市

場単価構成の見直し（案）を示す。 

図表15　斜面･法面緑化工の市場単価見直し（案）　例：植生基材吹付工　（中野）11）
構成 材料 現行市場単価 改良市場単価 備考

緑化
基礎工 金網張

植生基
　　材吹付工

総て込み込みで一括計上

別途積算 厚層金網張工、
段状金網基礎工など追加

植生基材吹付工

植物生育基盤材

植生基材吹付工
植生基材吹付工として
最低限必要な資材と労務費のみを市場単価とす
る。
（植物生育基盤材の品質基準必要）

接合剤
（高分子系･セメント系）
肥料

植物材料
植物種子･苗木など
（矮性牧草･地域性種苗などを単価に
追加）

別途積算 個別の現場状況に応じた植物選定を行い、種子
配合計算し積算する。

その他
下水コンポスト、微生物資材、腐植
酸資材、活性剤、
pH緩衝剤、固化剤　など

別途積算 緑化目標、緑化目的達成に必要な資材を計上

（市場単価外）施工後
モニタリング なし 別途計上 生物多様性保全に配慮した緑化を行った後は必

須となる植生管理 なし 必要に応じ計上

注）･　　　　見直し部分 ～ 植生基材吹付工より植物材料を切り離し、別途積算することを可能とするため。
･ 金網張工：市場単価には組み込まれていない厚層金網張工、段状金網基礎工などを追加し、市場単価とされていない簡易
な緑化基礎工の使用を可能とする。

･ その他：地域性種苗の活着を促すための資材、植物生育基盤を強固とする資材などを使用可能とする。

外来牧草の適正な活用について4
　施工当初から置苗工などによる地域性種苗工、表土

利用工、自然侵入促進工により植生回復を図るならば、

施工後5～10年程度で樹林状の植生を造成すること

ができる。一方、外来牧草で被覆するならば確実に侵

食防止を図ることができるが、樹林状の植生が回復す

るには15～20年以上の期間が必要となる。いずれを

選択かで樹林状の植生が成立するまでに10年あまり

の期間の差が生ずるが、外来牧草による被覆からス

タートしても、当初から木本類の導入を行っても、い

ずれも樹林状の植生回復がなされることで自然回復が

図られ、生物多様性保全が行われることとなる。した

がって、いずれの方法を採用するかについては、樹林

状の植生を回復する期間、すなわち生物多様性保全に

対する要求度･確実性、費用対効果より判断すること

が必要となる。この判断を容易にするため、地域区分

（ゾーニング）を行い、緑化目的に即した緑化植物、

施工方法を採用できるよう市場単価構成の見直しを提

案することとなった。

　このような提案に対して、「外来牧草を用いると逸

出し拡大するため、生物多様性保全の面から避けるこ

とが必要」という指摘がなされ、「逸出に対するリス

ク管理が必要だ」とする意見がある。

　送電線鉄塔敷の侵食防止のために用いられた外来牧

草の逸出状況に関する調査12）では、逸出は外来牧草の

施工地から25mの範囲に開けた空間がある場合に限ら

れていたという結果になっている。開けた空間とは鉄塔

管理のための巡視路などであり、人為的に切り開かれた

空間である。高速道路周辺で外来牧草の逸出状況の調査

結果13）では、トールフェスクは高速道路盛土法面では

植栽樹木の生長に伴い衰退し、高速道路周辺の工場造成

法面、農業用排水路法面などでは生育が継続、あるいは

分布が拡大しているとしている。樹林地など大型の植物

が繁茂する場所では外来牧草は被圧され消失に向かい、

逆に、人為的な裸地、日当たりの良い場所では外来牧草

は持続しているということである。

　開けた空間への到達範囲は25m程度とされている

ことから、安全サイドに見積もっても施工地周辺の

30～50m程度の範囲にある開けた空間、人為的に作

られた裸地を監視することにより外来牧草の逸出の管

理は可能となる。
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おわりに

　2015年に斜面･法面緑化に関する生物多様性保全

に配慮した取り組みの考え方、方向性が大きく転換し

た。しかし、その事実への理解者は少ないため、啓発

を行い、理解を得ることが喫緊の課題となっている。

ただし「自然公園における法面緑化指針」に特例とし

て示した方向、外来牧草の使用の許容について単純に

理解してしまうと「地域性種苗が入手できないから、

その代替として外来牧草を播種する」となってしまい

かねない。これでは、単に過去へ戻るということとな

る。このような逆行を防ぐためにも地域区分（ゾーニ

ング）を明確にすることが重要である。なぜならば、

これにより各地域内での年間の地域性種苗の必要量を

把握することが可能となり、これにより地域性種苗の

市場形成を促し、事前採取（種）･生産ができるように

なるためである。また、従来の緑化植物種子よりも高

価となる地域性種苗を用いるためには設計･積算の見

直し、「市場単価」の内容･構成の見直しなどが重要と

なる。斜面･法面における侵食防止・保護と生物多様

性保全の適正な取り組みを行うためのルールの確立が

急がれる。
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全国森林計画及び森林整備保全事業計画の概要について全国森林計画及び森林整備保全事業計画の概要について自主寄稿

奄美群島における地域振興の特徴と最近の動向奄美群島における地域振興の特徴と最近の動向自主寄稿

関西国際空港連絡橋の復旧について（報告）関西国際空港連絡橋の復旧について（報告）寄稿

斜面･法面緑化に対する生物多様性保全と
外来牧草の適正な活用
斜面･法面緑化に対する生物多様性保全と
外来牧草の適正な活用寄稿

25 インフラ・ストック整備水準の評価手法インフラ・ストック整備水準の評価手法寄稿
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